
『東方』429 号（2016 年 11 月）　　20

　

舒
大
剛
等
編
『
宋
会
要
輯
稿
』
点
校
本
（
以
下
点
校
本
）
全
一
六
冊

の
刊
行
は
、
国
籍
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
中
国
史
、
と
り
わ
け

宋
代
史
研
究
者
に
と
っ
て
の
朗
報
で
あ
る
。
同
書
は
『
巴
蜀
全
書
』
の

一
環
と
し
て
構
想
さ
れ
、『
全
宋
文
』
三
六
〇
冊
に
続
く
四
川
大
学
古

籍
整
理
研
究
所
の
成
果
で
あ
り
、
二
〇
一
四
年
六
月
上
海
古
籍
出
版
社

か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

　

点
校
本
以
前
の
『
宋
会
要
輯
稿
』
に
つ
き
、
王
瑞
来
「
点
校
本
《
宋

会
要
》
述
評
」（『
史
林
』
二
〇
一
五
年
四
期
）
に
仮
り
つ
つ
、
概
観
す
る
。

清
の
徐
松
は
『
永
楽
大
典
』
か
ら
『
宋
会
要
』
を
抽
出
し
、王
応
麟
『
玉

海
』所
載
の『
慶
暦
国
朝
会
要
』の
類
目
に
倣
い
、各
門
類
に
編
入
し
た
。

爾
後
清
末
広
雅
書
局
の
屠
寄
、
民
国
嘉
業
堂
の
劉
富
曾
、
北
平
図
書
館

の
葉
謂
清
の
整
理
校
勘
を
経
て
、陳
垣
の
主
持
の
下
名
を
『
宋
会
要
稿
』

と
定
め
一
九
三
五
年
、
線
装
本
二
〇
〇
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
五
七

『
宋
会
要
輯
稿
』
点
校
本
簡
介

熊
本　
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年
に
は
中
華
書
局
が
縮
印
し
精
装
本
八
冊
と
し
、名
を
『
宋
会
要
輯
稿
』

に
易
え
、台
湾
世
界
書
局
・
新
文
豊
出
版
公
司
か
ら
も
刊
行
さ
れ
た
。『
宋

会
要
輯
稿
』
は
李
燾
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
と
共
に
、
宋
代
史
研
究
の

第
一
級
史
料
と
さ
れ
て
は
来
た
が
、
誤
字
・
脱
字
・
衍
字
、
前
後
の
転

倒
、
錯
簡
等
が
、
随
処
に
認
め
ら
れ
た
。
点
校
本
劉
琳
の
序
言
は
、
広

雅
書
局
・
嘉
業
堂
の
徐
松
「
輯
稿
」
を
保
存
し
た
功
労
は
巨
大
で
あ
る

が「
研
究
と
校
勘
を
疎
か
に
し
た
憾
み
が
遺
る（
而
忽
視
了
研
究
和
校
勘
）」

と
い
う
。
序
言
に
は「
本
書
校
勘
之
重
点
」と
し
て
四
点
を
挙
げ
る
。「
年

月
日
の
糾
正
」「《
会
要
》
に
非
ざ
る
文
の
鑑
別
」「
錯
簡
の
移
正
」「
行

款
の
改
正
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
王
氏
に
拠
れ
ば
点
校
本
は
『
宋
会
要
輯

稿
』
に
根
本
的
な
「
巨
大
変
化
」
を
発
生
さ
せ
、
合
計
す
れ
ば
校
勘
記

は
三
万
三
〇
〇
〇
条
以
上
、
正
文
に
対
し
括
弧
を
用
い
直
接
改
め
た
処

（
改
）、刪
除
し
た
処（
刪
）、補
っ
た
処（
補
）、前
後
を
入
れ
替
え
た
処（
乙
）

劉
琳
・
刁
忠
民
・
舒
大
剛
等
校
点

宋
会
要
輯
稿
（
全
一
六
冊
）
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も
二
万
箇
処
以
上
に
達
す
る
と
い
う
。
研
究
者
に
と
っ
て
の
史
料
価
値

は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
、
信
じ
ら
れ
る
。

　

校
勘
等
に
よ
る
内
容
の
質
的
向
上
の
み
な
ら
ず
、『
宋
会
要
輯
稿
』

正
文
に
お
け
る
双
行
部
分
の
解
消
も
、
点
校
本
の
功
績
に
数
え
る
べ
き

か
。
従
来
正
文
双
行
部
分
は
線
装
本
で
あ
っ
て
さ
え
、
文
字
の
判
読
に

困
難
を
覚
え
さ
せ
た
。ま
し
て
縮
印
本
の
場
合
に
は
困
難
は
数
倍
す
る
。

近
年
日
本
で
は
中
国
史
研
究
者
の
漸
減
傾
向
が
続
き
、
特
に
宋
代
史
の

そ
れ
は
殆
ど
絶
滅
危
惧
種
で
あ
る
。『
宋
会
要
輯
稿
』
に
お
け
る
困
難

の
緩
和
、
史
料
状
況
の
改
善
は
、
あ
る
い
は
い
さ
さ
か
な
り
と
、
若
手

研
究
者
の
宋
代
史
離
れ
に
歯
止
め
を
掛
け
る
か
と
、
期
待
す
る
。

　

た
だ
し
点
校
本
に
若
干
の
疑
義
が
、
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
職

官
一
「
三
省
」（
点
校
本
二
九
四
六
頁
）
に
お
け
る
、
改
行
の
有
無
の
問

題
で
あ
る
。
同
条
は
「【
宋
会
要
】
旧
《
会
要
》
係
『
中
書
門
下
』、
今

依
元
豊
官
制
改
為
『
三
省
』」
の
後
に
改
行
し
、「《
両
朝
国
史
志
》、
中

書
門
下
：
中
書
令
、
侍
中
、
同
平
章
事
、
参
知
政
事
。〈
中
略
〉
其
舎

人
院
則
有
楷
書
二
人
、
装
裁
匠
二
人
」
を
引
用
し
、
改
行
せ
ず
た
だ
ち

に
「
自
中
興
之
初
、〈
中
略
〉
建
炎
四
年
、
制
以
左
右
僕
射
並
加
同
中

書
門
下
平
章
事
、
改
門
下
・
中
書
侍
郎
為
参
知
政
事
、
而
廃
左
右
丞
。

又
以
左
右
僕
射
兼
枢
密
使
、
或
兼
知
枢
密
院
事
」
と
続
け
、
改
行
し
て

「《
神
宗
正
史
・
職
官
志
》
：
中
書
門
下
在
朝
堂
西
、
榜
曰
『
中
書
』、

為
宰
相
治
事
之
所
、印
文
行
勅
曰
中
書
門
下
云
云
」
を
引
用
す
る
。「
自

中
興
之
初
」
以
下
は
、
南
宋
最
初
期
一
旦
は
、
両
宰
相
（
左
僕
射
兼
門

下
侍
郎
・
右
僕
射
兼
中
書
侍
郎
）
と
執
政
官
四
員
（
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎

お
よ
び
尚
書
左
右
丞
）
が
構
成
す
る
、
神
宗
所
定
の
三
省
制
が
行
わ
れ
た

が
、建
炎
四
年
（
一
一
三
〇
）
宰
相
の
門
下
・
中
書
侍
郎
を
同
平
章
事
に
、

執
政
官
両
侍
郎
を
参
知
政
事
に
改
め
、
執
政
官
左
右
丞
を
廃
止
す
る
、

宰
相
は
枢
密
院
の
長
を
兼
ね
る
と
い
う
制
度
改
変
が
、
有
っ
た
と
い
う

記
事
で
あ
る
。
宰
相
・
執
政
官
の
官か

た
が
き銜
に
お
け
る
侍
郎
か
ら
同
平
章
事
、

あ
る
い
は
参
知
政
事
へ
の
変
更
は
、
門
下
省
と
中
書
省
と
の
統
合
を
意

味
す
る
。

　

宋
代
の
正
史
の
ひ
と
つ
『
両
朝
国
史
』
は
、
北
宋
神
宗
の
元
豊
五
年

（
一
〇
八
二
）
に
成
書
し
た
。
従
っ
て
、「
自
中
興
之
初
」
以
下
は
『
両

朝
国
史
志
』
の
一
節
で
は
、
あ
り
得
な
い
。
だ
が
改
行
さ
れ
な
い
「
自

中
興
之
初
」
以
下
は
、
か
か
る
誤
認
を
与
え
易
い
。『
両
朝
国
史
志
』

の
伝
え
る
元
豊
官
制
改
革
以
前
の
中
書
門
下
は
、
同
平
章
書
と
参
知
政

事
が
構
成
し
た
。
建
炎
四
年
以
後
同
平
章
事
・
参
知
政
事
の
名
称
は
復

活
し
た
が
、
門
下
・
中
書
両
省
が
統
合
さ
れ
た
点
変
則
的
で
あ
る
と
は

い
え
、
三
省
制
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
四
年
以
後
も
宰
相
は

依
然
と
し
て
官
銜
に
、
左
右
い
ず
れ
か
の
尚
書
僕
射
を
有
つ
。
枢
密
院

の
長
を
宰
相
が
兼
ね
る
点
で
も
、
官
制
改
革
以
前
と
は
異
質
で
あ
る
。

官
制
改
革
以
前
の
制
度
が
復
活
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
同
平
章

事
等
の
名
称
が
共
通
し
て
も
、
官
制
改
革
以
前
の
中
書
門
下
と
建
炎
以
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後
の
―
変
則
的
―
三
省
制
は
、
混
同
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
混
同
し
た

と
い
う
毀
り
を
免
か
れ
る
た
め
に
も
点
校
本
は
、「
自
中
興
之
初
」
以

下
を
改
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　

第
二
は
同
じ
く
職
官
一
「
中
書
門
下
省4

」
に
お
け
る
、
点
校
本
注
の

問
題
で
あ
る
。「
中
書
門
下
省4

」
冒
頭
部
分
は
ま
ず
恐
ら
く
は
『
神
宗

正
史
・
職
官
志
』
に
拠
り
、「【
宋
会
要
】
中
書
門
下
。
国
朝
中
書
門
下

題
榜
止
曰
中
書
、〈
中
略
〉
中
書
令
・
侍
中
及
丞
郎
以
上
至
三
師
〔
帯
〕

同
中
書
門
下
平
章
事
並
為
正
宰
相
、〈
中
略
〉
中
書
舎
人
以
上
至
尚
書

為
参
知
政
事
、
貳
宰
相
之
任
也
」
と
い
い
次
い
で
、
太
祖
乾
徳
二
年

（
九
六
四
）
正
月
か
ら
英
宗
治
平
三
年
（
一
〇
六
六
）
五
月
ま
で
の
、
諸

記
事
を
載
せ
る
。
た
だ
そ
の
間
仁
宗
慶
暦
三
年
（
一
〇
四
三
）
三
月
条

と
「
五
年
」
十
月
条
と
の
間
に
は
、
元
豊
三
年
条
と
『
神
宗
正
史
・
職

官
志
』
の
引
用
が
介
在
す
る
。
慶
暦
三
年
条
は
、
辞
任
し
た
宰
臣
呂
夷

簡
に
対
す
る
、
以
後
も
軍
国
大
事
に
つ
き
中
書
・
枢
密
院
の
議
に
参
加

せ
よ
と
の
仁
宗
の
命
令
を
、
夷
簡
が
辞
退
し
た
と
い
う
記
事
、「
五
年
」

条
は
、
西
夏
戦
争
の
終
息
に
伴
な
い
宰
相
の
枢
密
使
兼
領
を
、
罷
め
た

と
い
う
そ
れ
で
あ
る
。「
五
年
」
条
も
慶
暦
の
記
事
で
あ
る
の
は
明
ら

か
で
あ
り
、
点
校
本
が
こ
れ
に
〔
慶
暦
〕
を
補
塡
し
て
い
る
の
は
適
切

で
あ
る
。
そ
の
「
本
書
校
勘
之
重
点
」
第
一
条
「
年
月
日
之
糾
正
」
の
、

一
環
で
あ
ろ
う
。
元
豊
三
年
条
に
は
「
初
置
局
詳
定
官
制
、
自
後
官
制

因
革
増
損
、並
列
于
後
」
と
い
い
、こ
れ
に
続
く
「
職
官
志
」
に
は
「
国

朝
建
官
、
沿
襲
五
代
。〈
中
略
〉
自
是
継
有
増
損
、
唯
倉
庫
百
司
武
臣

外
官
未
暇
釐
正
云
」
と
み
え
る
。
点
校
本
は
「
元
豊
三
年
」
に
注
し
て
、

「
天
頭
の
原
批
に
い
う
；
『
元
豊
三
年
』
以
下
は
『
英
宗
治
平
二
〔
三
？
〕

年
条
下
に
移
す
べ
き
で
あ
る
と
。
按
ず
る
に
、此
の
条
及
び
下
条
は『
職

官
』
類
の
総
序
に
属
す
、《
宋
会
要
》
原
文
で
は
『
職
官
』
類
の
首
に
在
っ

た
は
ず
で
あ
る
。《
永
楽
大
典
》
が
こ
こ
に
誤
編
し
た
も
の
に
ほ
か
な

る
ま
い
」
と
い
う
（
二
九
七
八
頁
）。
所
謂
「
原
批
」
は
、
例
え
ば
徐
松

の
「
批

コ
メ
ン
ト」
で
あ
ろ
う
。「
原
批
」
も
『
大
典
』
の
「
誤
編
」
を
指
摘
す

る
が
、「
元
豊
三
年
云
云
」
を
英
宗
治
平
以
後
に
置
け
と
い
う
こ
れ
に

対
し
、
点
校
本
按
語
は
「
元
豊
三
年
云
云
」
及
び
―
『
職
官
志
』
を
指

す
で
あ
ろ
う
―
「
下
条
」
を
、「
職
官
」
類
全
体
の
首
に
置
け
と
い
う
。

「
原
批
」
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
暫
く
措
き
、
按
語
の
主
張
に
は
違
和

感
を
禁
じ
得
な
い
。
官
制
改
革
へ
の
着
手
を
伝
え
る
元
豊
三
年
条
に
続

く
『
職
官
志
』
は
、
北
宋
前
半
期
官
制
へ
の
神
宗
の
不
満
、
熙
寧
に
お

け
る
中
書
検
正
官
の
設
置
、
元
豊
に
お
け
る
三
省
を
頂
点
と
し
た
職
事

官
体
系
の
確
立
等
、
そ
の
改
革
へ
の
取
組
み
を
概
括
し
、
武
官
・
在
外

差
遣
に
は
及
び
得
な
か
っ
た
神
宗
の
改
革
の
限
界
も
、指
摘
す
る
。「
三

省
」
な
い
し
は
元
豊
官
制
改
革
の
序
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
適
切
で
あ

る
に
し
て
も
、「
職
官
」
類
の
総
序
と
し
て
は
、
時
代
と
対
象
が
限
定

さ
れ
過
ぎ
て
い
る
。

　

第
三
は
「
中
書
門
下
省4

」
と
い
う
標
題
自
体
の
問
題
で
あ
る
。
線
装
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本
『
宋
会
要
稿
』
で
は
「
中
書
門
下
省4

」
は
、「
原
批
」
同
様
欄
外
に

附
さ
れ
て
い
る
。「【
宋
会
要
】
中
書
門
下
」
以
下
の
本
文
と
も
、
筆
跡

は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。「【
宋
会
要
】」
以
下
が
『
永
楽
大
典
』
か
ら

抽
出
さ
れ
た
後
、
例
え
ば
徐
松
な
い
し
は
屠
寄
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
中
書
門
下
省
が
実
在
し
た
の
は
、

南
宋
建
炎
四
年
の
門
下
・
中
書
両
省
統
合
以
後
で
あ
る
。「
中
書
門
下

省4

」冒
頭
部
分
か
ら
治
平
三
年
条
に
至
る
ま
で
、「
中
書
」な
い
し
は「
中

書
門
下
」
の
表
記
は
有
り
こ
そ
す
れ
、「
省
」
が
附
随
す
る
事
例
は
見

出
し
得
な
い
。
こ
の
点
か
ら
す
る
だ
け
で
も
「
中
書
門
下
省4

」
は
標
題

と
し
て
、
不
適
切
で
あ
る
。「
中
書
門
下
省4

」
冒
頭
部
分
に
拠
れ
ば
中

書
門
下
は
、
庁
舎
の
名
称
（
題
榜
）
は
「
中
書
」
と
い
い
、
文
書
を
発

信
す
る
際
の
名
儀
お
よ
び
印
鑑
（
印
文
行
敕
）
で
は
、「
中
書
門
下
」
と

称
し
た
。「
三
省
」
所
引
『
神
宗
正
史
・
職
官
志
』
が
中
書
門
下
を
「
宰

相
治
事
之
所
」
と
い
う
の
は
、
中
書
門
下
と
政
事
堂
が
同
義
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
司
馬
光
は
そ
の
最
晩
年
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
の
上

奏
「
乞
合
両
省
為
一
箚
子
」（「
温
国
文
正
司
馬
公
集
」
巻
五
五
）
に
お
い
て
、

唐
の
張
説
が
開
元
年
間
、
所
属
を
異
に
す
る
宰
相
の
議
事
の
場
―
前
世

紀
末
裴
炎
が
門
下
省
か
ら
中
書
省
に
移
し
て
い
た
―
政
事
堂
を
中
書
門

下
と
改
称
し
た
と
し
て
、
官
制
改
革
以
前
の
「
所
謂
中
書
な
る
者
は
乃

わ
ち
中
書
門
下
政
事
堂
な
り
」
と
い
う
。
中
書
な
い
し
は
中
書
門
下
と

は
政
事
堂
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
「
箚
子
」
で
光
は
「
一
に
旧
日
中

書
門
下
の
故
事
の
如
く
云
云
」
と
い
う
。
恰
か
も
改
革
以
前
の
中
書
門

下
へ
の
全
面
的
回
帰
を
要
求
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
門
下
・

中
書
両
省
の
統
合
を
主
張
し
た
に
過
ぎ
ず
、
尚
書
省
の
廃
止
を
求
め
た

わ
け
で
も
な
い
。
南
宋
建
炎
四
年
の
改
変
は
光
の
こ
の
「
箚
子
」
に
依

拠
、
な
い
し
は
藉
口
し
て
為
さ
れ
、
か
く
て
中
書
門
下
省4

と
尚
書
省
と

か
ら
成
る
、
変
則
的
三
省
制
が
出
現
し
た
。
中
書
門
下
省4

を
結
果
し
た

光
「
箚
子
」
に
は
「
一
に
旧
日
云
云
」
の
語
が
あ
る
。
官
制
改
革
以
前

に
も
省4

が
存
在
し
た
か
の
誤
認
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
招
い
た
と
も
考

え
ら
れ
る
（
二
九
六
四
頁
）。

　
「
三
省
」
所
引
『
神
宗
正
史
・
職
官
志
』
は
、
中
書
門
下
（
政
事
堂
）

が
朝
堂
（
文
徳
殿
？
）
の
西
に
在
る
と
し
た
後
、
こ
れ
と
は
別
に
門
下

省
と
中
書
省
が
存
在
し
た
と
い
う
。「
又
有
中
書
省
・
門
下
省
者
、
存

其
名
、
列
皇
城
外
、
両
廡
官
舎
各
数
楹
云
云
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
恐
ら

く
は
唐
か
ら
五
代
を
経
る
間
、
政
事
堂
は
中
書
省
か
ら
も
分
離
し
た
。

『
職
官
志
』
に
み
る
限
り
遺
さ
れ
た
両
省
は
、
国
政
に
直
接
関
わ
ら
ぬ

重
要
度
の
低
い
業
務
の
み
、
担
当
し
た
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ば
形
骸
化

し
て
い
た
両
省
は
官
制
改
革
に
伴
な
い
、政
事
堂
に
併
合
さ
れ
た
。「
中

書
・
門
下
省
舎
の
皇
城
外
に
在
る
者
を
廃
し
、
朝
堂
の
西
中
書
〔
門
下

政
事
〕
堂
に
併
せ
門
下
・
中
書
両
省
と
為
す
」
と
、『
職
官
志
』
は
い

う
（
二
九
四
六
～
四
七
頁
）。『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
元
豊
六
年
十
二
月
甲

申
条
は
、
旧
中
書
の
東
庁
（
昭
文
庁
？
）
を
門
下
省
西
庁
（
集
賢
庁
？
）
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を
中
書
省
と
し
、
都
堂
（
政
事
堂
）
を
三
省
都
堂
と
し
た
と
い
う
。
政

事
堂
本
体
の
東
西
に
、皇
城
外
に
在
っ
た
両
省
の
機
能
を
も
吸
収
し
た
、

門
下
省
・
中
書
省
を
配
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
官
制
改
革
に
よ
っ
て
こ
そ

両
省
は
、
宋
代
史
上
は
じ
め
て
国
政
の
最
高
機
関
と
し
て
の
地
位
を
、

獲
得
し
た
。

　

司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』
の
後
継
を
標
榜
す
る
明
清
人
の
著
作
―
例
え

ば
薛
応
旂
『
宋
元
資
治
通
鑑
』
畢
沅
『
続
資
治
通
鑑
』
等
―
に
は
往
往

に
し
て
制
度
を
は
じ
め
宋
代
史
に
つ
い
て
の
理
解
不
足
が
、
露
呈
さ
れ

る
。「
中
書
門
下
省4

」
に
お
け
る
誤
認
も
か
か
る
理
解
不
足
の
、
表
わ

れ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
中
書
門
下
を
め
ぐ
る
理
解
不
足
は
、
現
今
の

日
本
人
研
究
者
に
も
見
出
し
得
る
。
宋
代
史
研
究
者
も
編
集
に
加
わ
っ

て
い
る
、
大
学
生
を
対
象
と
す
る
東
洋
史
教
科
書
が
、
北
宋
前
半
の
官

制
を
解
説
す
る
に
際
し
、「
唐
の
三
省
の
う
ち
門
下
省4

は
中
書
に
吸
収

さ
れ
」
た
と
の
べ
、
そ
の
表
に
、
宰
相
（
同
平
章
事
）
執
務
の
場
が
、「
中

書
省4

」
で
あ
っ
た
と
、
表
示
す
る
も
の
も
あ
る
。「
中
書
門
下
」
は
門

下
省
と
中
書
省
が
合
体
し
た
姿
で
は
な
い
。
か
か
る
誤
認
の
少
な
く
と

も
原
因
の
ひ
と
つ
は
、『
宋
会
要
稿
』
以
来
の
「
中
書
門
下
省4

」
五
字
の
、

加
筆
で
あ
り
得
る
。

　

点
校
本
は
「
中
書
門
下
省4

」
五
字
に
、
注
を
附
し
て
い
な
い
。
中
書

門
下
と
中
書
門
下
省4

が
異
質
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

所
謂
「
原
批
」
よ
り
む
し
ろ
五
字
に
、
按
語
を
附
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

点
校
本
劉
琳
序
言
「
本
書
校
勘
之
重
点
」
は
そ
の
第
四
条
に
「
行
款
之

改
正
」
を
挙
げ
、具
体
的
に
は
『
宋
会
要
輯
稿
』
の
問
題
点
と
し
て
「
分

条
の
不
当
」「
正
文
注
文
の
互
視
」
に
加
え
て
、「
標
題
の
混
乱
」
を
指

摘
す
る
の
で
あ
る
が
。
活
字
印
刷
の
点
校
本
で
は
、
標
題
五
字
と
以
下

の
本
文
の
間
に
筆
跡
の
相
違
を
、
認
め
得
る
線
装
本
以
上
に
、
標
題
と

本
文
の
内
容
の
不
一
致
は
看
過
さ
れ
易
い
で
あ
ろ
う
。
標
題
五
字
に
お

け
る
「
混
乱
」
の
放
置
は
、
宋
初
す
で
に
中
書
門
下
省4

が
存
在
し
た
と

い
う
誤
認
の
、
そ
れ
に
繫
が
る
。

（
く
ま
も
と
・
た
か
し
）

♠　


